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11月のお知らせ

市役所は 364－1111

市立病院News

　

■東日本大震災による固定資産税・都
市計画税の軽減措置について
　東日本大震災によるり災調査の判定
が半壊以上の人は、資産を取得した場
合軽減措置を受けられることがありま
す。詳細や手続きはお問い合わせくだ
さい。なお、すでに申告済みの方は、
新たな申告は必要ありません。
①被災した所有住宅用地に代わる｢土
地｣を取得した場合、更地であっても
住宅があるものとして3年間土地の固
定資産税が軽減されます。
②被災した所有家屋に代わる｢家屋｣を
取得した場合、その家屋に係る固定資
産税のうち一部が6年間軽減されます。
■家屋を取り壊したときはお知らせく
ださい
　家屋を取り壊した方は、市役所に家
屋滅失の届出をお願いします。なお、
登記されている家屋は、法務局で｢滅
失登記｣の手続きも必要です。
問 税務課固定資産税係　
☎(内線219-220)　FAX364-1119

■11月9日㈯～11月15日㈮まで秋の
火災予防運動が行われます
■11月9日㈯は《119番の日》です。
119番の通報は落ち着いて正確に!
問 消防本部予防課 ☎361-1617

　対象業種の事業者が、平成28年3月
31日までに市の指定を受け、市内の
特定区域で復興に寄与する事業を行う
と、東日本大震災復興特別区域法に基
づき、一定の期間において、国や市の
税制上の特例が受けられます。
　特に「新たな取得に係る事業用の機
械装置の特別償却」については、平成
26年4月1日以降は、その償却率が現
在の100％から50％に引き下げられ
ますので、ご注意ください。
　詳しくは、本市のホームページをご
覧いただくか、直接お問い合わせくだ
さい。
問 商工港湾課みなとまちづくり係　
☎(内線4-871･4-872)

　このたび、県と市町村が連携した徴
収対策を集中して実施することとなり
ました。徴収に対する理解の促進と新
規滞納の抑制を図り、徴収率の向上に
寄与することを目的としています。
期　間　11月および12月
実施内容　開催期間中、県と市町村が
連携した広報や催告による納税推進、
差し押さえ、捜索、インターネット公
売の滞納処分など、多様な徴収対策を
集中的に実施します。
問 税務課納税推進室 ☎(内線226･227）

　平成27年4月から「子ども・子育て
支援法」に基づく新たな子ども・子育
て支援制度が施行されます。
　塩竈市では、新制度に即した新事業計
画を策定するため、子育て世帯の皆さん
に対してアンケート調査をおこないま
す。ご協力をよろしくお願いします。

実施時期：11月中旬
問 子育て支援課家庭支援係 ☎353-7797

所在地　塩竈市新浜町二丁目149番16
地　目　宅地
地　積　927.58平方㍍
受　付　11月1日㈮～11月29日㈮
入　札　12月17日㈫
＊詳しくはお問い合わせください。
問 宮城県総務部財産利用推進室
☎211-2353
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zairi/
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県有地を売却します!

宮城一斉滞納整理強化月間について

「インフルエンザの予防接種を行っています」

問 市立病院医事課・小児科外来  ☎364-5521（内線：医事課121･小児科231）

　予防接種を受けることにより発症のリスクを下げることが出来ます。当院
では10月からインフルエンザの予防接種も行っています。

　　　　　　　日　　　時
毎週火曜日

毎月第２･第４火曜日
平日毎日

平日 （㈭を除く）
平日毎日
平日毎日
毎週火曜日
平日毎日
平日毎日
平日毎日
平日毎日
11月2日㈯
11月25日㈪
11月13日㈬
11月20日㈬
１１月１５日㈮

11月6日㈬・20日㈬
11月13日㈬
11月18日㈪
11月21日㈭
11月14日㈭・28日㈭
11月28日㈭
毎　日

10:00～14:00
10:00～14:00
　9:00～16:00
　9:00～16:00
　8:30～17:00
　9:00～16:00
　9:00～17:00
　9:00～15:00
　9:00～17:00
　８:30～17:15
　8:30～17:00
14:00～16:00
予約制

13:30～16:30
13:30～16:00
14:30～17:00
予約制

13:00～15:30
10:00～15:00
予約制

 9:30～11:00
13:30～16:00
24時間対応

　　　　　　　場　　　　　　所
身体障害者福祉協会　北浜４丁目6－52
知的障害者更生施設「あすなろ」（塩釜ガス体育館となり）
市民相談室　電話でもどうぞ
市民相談室　電話でもどうぞ
塩釜公共職業安定所
青少年相談センター （公民館）
青少年相談センター（公民館） 予約制
けやき教室（公民館本町分室） 
しおがま子育て支援センター
社会福祉事務所（壱番館２階）
地域包括支援センター（壱番館２階）
予約時にお伝えします。(予約制)　問 宮城県女医会女性の健康相談室
保健センター
塩釜保健所（北浜4-8-15）
塩竈市保健センター
塩釜保健所
塩釜保健所（北浜4-8-15）
市民相談室
仙台法務局塩釜支局
宮城県母子福祉センター（宮城野区安養寺）
塩釜保健所（北浜4-8-15）
本庁２階会議室　※裁判･係争中のもの、法人･営利に関しては対象外
事前手続きが必要〈予約は11月5日㈫9:00から市民相談室で受け付け〉
受け付けは警察相談センター ☎266－9110 DVやストーカー被害でお困りの方などは相談を

身 体 障 害 者 相 談
知 的 障 害 者 相 談
生 活 相 談
消 費 生 活 相 談
高 年 齢 者 職 業 相 談
青 少 年 悩 み 事 相 談
臨床心理士教育相談
不 登 校 相 談
育 児 相 談
家 庭 児 童 相 談
介 護 保 険 相 談
女性医師による女性の健康相談
成 人 健 康 相 談
ひきこもり･思春期こころの相談
こ こ ろ の 相 談
アルコール・薬物関連問題専門相談
HIV抗体検査・クラミジア抗体検査・肝炎検査・骨髄バンク登録
行 政 相 談
人 権 相 談
母子父子家庭など特別相談
犬･猫の引取り（有料） 
無 料 法 律 相 談
警 察 総 合 相 談

　　　電　　話
☎/FAX362－6865
☎361－9981 FAX361－9982
☎（内線288） 
☎（内線234）
☎362－3361
☎363－3715
☎364－7445(予約専用)
☎364－5141
☎363－3630 FAX363－3631
☎364－1131（内線712）
☎364－1204（内線719）
☎090－5840－1993
☎364－4786
☎363－5504
☎364－4786
☎363－5504
☎363－5504

☎362－2338
☎256－6512
☎363－5505

【受付時間】午前7:30～11:30（診察9:00～）午後12:00～15:30（診察14:00～）　
＊小児科のみ予約制で下記のとおりとなります。
受付13:00～14:00で予防接種13:30開始。電話予約受付は15:00～17:00です。

復興特区法の税制上の特例(事業用
設備の特別償却)に係るお知らせ

子ども・子育て支援事業に関
するニーズ調査協力のお願い

0～5歳のお子さん
のいる世帯

小学生のお子さん
のいる世帯（抽出）

郵送または保育
所・幼稚園を通
じて

小学校を通じて

対　象　者　　　    配布方法


